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空港の維持管理の方向性（案）

１ 基本的考え方１．基本的考え方
○法令については現行制度を維持しつつ、基準類の改善を図る。

○空港の維持管理・更新に係る中長期的な計画である「空港別維持管理計画」を○空港の維持管理 更新に係る中長期的な計画である「空港別維持管理計画」を
策定する。

２．点検内容の見直し２．点検内容の見直し
（１）点検対象施設

・安全阻害要因を踏まえた対象施設の見直し

（２）点検頻度

・空港の施設の重要度や空港の利用状況等を踏まえた頻度等の見直し

施設の重要度については 運航 の影響 人命 の影響についてのリスク・施設の重要度については、運航への影響、人命への影響についてのリスク

分析を踏まえ決定。

・空港の利用状況については、羽田、地方拠点空港（新千歳、福岡、那覇）、空港の利用状況については、羽田、地方拠点空港（新千歳、福岡、那覇）、

その他の空港（仙台、広島、鹿児島等）のような区分けを検討

（３）点検方法

・点検の効率化、高質化を目指した技術開発等

３．空港別維持管理計画
・日常的な維持管理と中長期的な更新に区分して整理。

・各空港の実情を踏まえた管理基準、優先付け等 2


